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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時00分 開議 

○議長（松本英隆君） 

ただいまの出席議員数は12人です。定足数に達していますので、ただいまから本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

日程第１、議案第50号令和６年度大治町一般会計補正予算（第６号）を議題とします。 

これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

  １番池田耕介議員。 

〇１番（池田耕介君） 

  １番池田耕介です。22ページ、23ページの総務費、総務管理費、財産管理費のところ

の庁舎管理光熱水費と同じ内容で38、39ページの教育費、社会教育費の公民館費。猛暑

の影響でという御説明があったと記憶しています。もう１個コミュニティセンターもた

しかあったように思いますが、こちらはランドセル来館で利用が増えているかと思いま

すが、庁舎とそれから公民館については昨年度までと同じような使い方なのかなと思い

ますが、今年度補正で猛暑だったかと思いますが補正で対応しているということで、こ

れはお答えできればになるかと思いますが、今年度のこの補正を受けて来年以降といい

ますか、猛暑は続くかなと思いますので何か違う形で考えていくのか、来年も暑かった

ら補正という形になるのか、お答えできればでいいですがお伺いしたいです。 

それから24、25ページの総務費、総務管理費、企画政策費になるのかな。町民参画型

まちの魅力発信事業業務委託料のところで、またワークショップだなっていう正直印象

というか、この間もワークショップがありましたが、検証だったりをされた上でこのワ

ークショップという事業、手法を選択をされているのか。概要が出ていましたがワーク

ショップを通して写真の撮り方と講習を学び、冊子に掲載する写真を町民から広く募集

をすることでありました。令和６年度はワークショップ部分２回、20人。各回20人を計

４回、80人。80人で募集をするのが広く募集なのかなというところ。町民参画とかとク

オリティって必ずしも一致するものでもないのかなと思いますので、本当に広くってな

ればある程度クオリティは下がっていくのかなって思いますし、例えばみんなでつくっ

た作品であったりとかみんなで例えば学校の合唱なんかでもそうかなと思いますし、そ

のあたりをどういうふうに参画とかていうところを考えているのかという部分でこのワ

ークショップが果たして必要なのかというところで予算でお伺いをしたいです。 

それから予算の30、31ページの民生費、児童福祉費の児童クラブ費かな。性被害防止

パーティションの購入がいつどんな状況で使うものなのかっていうところと、児童クラ
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ブに関しては今年度までずっとやっていたかと思うので、なぜ今のタイミングでこれが

必要になるのかっていうところ、お伺いしたいです。 

あと38、39ページの教育費、中学校費の学校管理費、指導者用デジタル教科書、国語

が別料金でっていうことで入っていたかと思いますが、国語って教科とデジタル教科書

の親和性が高いのかなっていうのは自分の知る限りというか、国語の教員だったもので

すから、これが使用の実績とか踏まえて必要なのかどうなのか、絶対に買わないかんも

んなのかというところお伺いしたいです。以上４点かなお願いします。 

〇総務課長（佐藤友哉君） 

  まず１点目の庁舎管理、23ページの庁舎管理の光熱水費についてですが、今年度につ

きましては夏の猛暑で議案説明の時させていただいたんですけども、例年に比べ相当な

暑さがありまして、冷温水発生機１号機２号機というのがあるんですが、こちらを日に

よって１日置き、交互に今までは稼働をして冷房をやっていたわけですが、この猛暑の

関係で１号機だけでは冷水がつくれないというのがありましたので、１号機２号機同時

に動かしたっていうのもありまして、それに伴いまして電気代のほうが特に７月・８月

ですね、９月にもかけてますが、そこが上がったっていうのがありましたので今後予算

が不足するだろうというのがありまして、今回補正をさせていただいております。 

来年度以降の予算の組み方ですが、庁舎管理につきましては選挙のある年とない年で

の光熱費が大分変わってくるっていうのがあります。それは時間外に期日前投票をやる

関係で特に夏の参議院では暑い時期ですので冷房、冬が知事選ですと暖房ということで、

その年々によって使う使用料っていうのも異なってきますので選挙が一番大きな影響を

しているんですけども、そういったことで上げたり下げたりっていうことで予算を組ん

でおりますので、今回の猛暑で合わせて高く組む、そういう考えはなくて選挙に合わせ

てっていう形に今やっておりますのでよろしくお願いします。 

〇社会教育課長（加藤裕一君） 

  38ページの光熱水費についてのお問い合わせでございます。公民館におきましても役

場の庁舎と同じように冷温水発生機を使い方として交互っていうところが同時に使った

り、猛暑のせいで長時間、時間を長く使った今年は使ったかなというふうに思っており

ます。来年度につきましては今年度の実績を十分精査して、予算を組ませていただきた

いというふうに思っております。その結果、また足りなくなったら補正でお願いするか

もしれませんが、十分、今年の実績を精査してというふうに考えております。以上です。 

〇企画政策課長（横井宗宣君） 

  24、25ページのまちの魅力発信事業のお尋ねでございます。議員御指摘のとおり、今

年度ブランドイメージのほうでワークショップのほう実施しております。その検証とい

うことでございますが、今回の魅力発信事業につきましては第５次総合計画にも基本目

標にもありますように、住民と一体となって行政と住民が一体となって事業のほう推進
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していく、そういう目標のほう掲げております。それに合わせて今回のまちの魅力発信

事業に関してもワークショップ等を実施して一緒になって今後の事業のほうを展開して

いくと、そういう思いで今回計上させていただいております。以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

  先ほどの質問の中で80人というのがあったんですけど、その町の参画の中で３万何千

人のうちの80人っていうので、住民参画型っていう。町としてはそれで住民参画と捉え

ているのかどうかっていうのはどうですか。池田君そういう質問。 

        ［｢暫時休憩お願いします｣の声あり］ 

〇議長（松本英隆君） 

  暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時09分 休憩 

午前10時17分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  総務部長。 

〇総務部長（大西英樹君） 

  先ほどのワークショップの件でございますが、ワークショップ80人が、これが多いの

か少ないのかということではありますけれども、この事業に関しましてはワークショッ

プは80人でやるんですが、その後大治町の魅力発信ということで、その80人の中からま

たこれで終わるわけではなくていろんな写真、映像、大治町の魅力を大治町役場のほう

に送っていただく。それがワークショップを受けた80人からどんどんいろんな人に波及

してくるといいなというそういう意味合いもあって、まずは80人でというふうに考えて

おります。なぜこういったワークショップということに今こだわっているかと申し上げ

ますと、大治町が今まで町民と一体となって何かを行政をやっていくっていうことが、

なかなかなかったというふうに思っておりまして、そういった事業をどんどん取り入れ

てやっていきたいと。これがゆくゆくは大治町の行政に携わっていただくような人が増

えて、少しでも大治町に関心を持っていただく人が増えないかなと、先の議会でもお話

がありましたけれども大治町、非常に若い方が投票率が少ないということも例えば町政

であれば、町政に関心が薄いのであれば少しでもかかわっていただいて、町政に関心を

持っていただく機会を増やしていきたいなということが１点。あとは、実はこういう手

法をとることも先進的な事例というふうに考えておりまして、こうすると愛知県に補助

制度がありまして、「元気な愛知の市町村づくり補助金」というのがあるんですが、こう

いったものも十分活用していけるというふうに思っておりまして、これは愛知県がここ
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数年ずっと制度を設けている補助事業ですので、実は我々企画政策としましてはこうい

った予算を毎年のようにとっていろんな形で町政に町民がかかわっていく機会を増やし

ていきたいと、そういう思いがあって今回予算の計上をさせていただいたところでござ

います。以上です。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  31ページの児童クラブ備品購入費でございます。説明いたしましたとおり、パーティ

ションを購入予定です。現在の使い方ですけれども、主に暑い時期にはなりますが子供

が遊んだ後、汗をかいたりしますので着替えをする際に使用をしているというのが主な

使用状況でございます。今回追加で購入いたしますが、今の数では着替えが何回かに分

けてやらないといけないというところで時間がかかっているというところで、補助金を

活用して追加購入して時間の短縮で子供への支援を適切に行っていきたいというところ

で、追加購入をさせていただく予定をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇教育長（平野香代子君） 

  中学校のデジタル教科書、国語は余り使わないんではないかという御意見だったと思

いますけれども、どの教科、どんな指導書を購入するかっていうのは学校と調整しなが

ら冊数等も検討しながら購入予定を立てているところではありますけれども、ここのデ

ジタル教科書ですが先回もちょうど詩を読み取る授業を見たときに、なかなかやはり言

語からその情景を想像するということが全ての子供たちにわかる、どの子にもわかるよ

うな授業を展開するときには、これは有効だねということで国語でも、国語でもってい

う言い方は変ですけども、国語でこういった使い方もあるんだなということを改めて私

自身認識したところであります。また、これからさまざま研究もされていますので先生

方に有効な利用を促してまいりたいと思っています。以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  １番池田耕介議員。 

〇１番（池田耕介君） 

  先ほどのワークショップのとこです。ワークショップというか町民参画自体は絶対や

ったほうがいいと自分も思っていて、行政がっていうよりかは一緒に携わってっていう

ところは大賛成ではありますが、令和７年度の部分になるのかちょっとわかりません、

概要を見るとワークショップに参加してもらった町民や、町職員から募集した写真を使

用した冊子を製作するであったり、フォトコンテストの講師の写真家などによる選定を

っていう、この「など」が何を指してるのかわかんないんですけど、写真家の人が選定

をするなら構図だったりとかっていうその専門的な部分も選考の項目になるのかな、ワ

ークショップに参加をした人が選ばれやすくなるのかなというところも感じますし、先

ほどの80人から派生してっていうとこであれば、いきなり全員から、町民全員から募集
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するっていう形ではいけないのかなという、そのワークショップが必要なんだろうかっ

ていうところはやっぱり疑問が残るんですが、そのあたり教えていただきたいです。 

〇企画政策課長（横井宗宣君） 

  今回のワークショップに関してですが、通常、写真というと記録写真のほうを思い浮

かべるんですが、今回のほうはふだん想定している、ふだん何気なく見ているものをデ

ザイン性をプラスすることでより魅力的に見せる写真のほうをワークショップの題材と

したいと思っております。それでもともとそういう写真技術を持っている方と、今回広

く写真のほうは募集しますのでその方との差異という意味ですか、コンテストやるにあ

たって公平性がっていう話もありますが、もともと技術がない方に対してワークショッ

プですのでその辺は御理解いただきたいと思います。以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  池田耕介議員、３回目になります。 

〇１番（池田耕介君） 

  ではフォトコンテストで、その技術がない方に対してワークショップをやっていった

ときに、その技術のある方が選ばれていくんだとしたら、ワークショップありきという

か、結局その80人とかから選ばれる、ごめんなさいこれは令和７年度なのでちょっと今

のところなのかはわかりませんが、結局その80人のほうが多く選ばれるとかであれば、

そもそもそういった形のワークショップがいるのかというか、別にこの技術のない方か

ら広くであれば、もうそもそもそれでいいんじゃないかなと思うので、さっきの補助事

業で補助金がっていうところは理解はできるので、ワークショップのそのあり方のとこ

ろはまたちょっと委員会のほうで聞かせてもらおうかなとは思いますが……。はい、ま

たちょっと委員会で聞きます。ありがとうございます。 

〇議長（松本英隆君） 

  あとはよろしいですね。わかりました。 

  他にございませんか。 

  ２番八神議員。 

〇２番（八神太紀君） 

  ２番八神です。３ページ、23ページにあたります債務負担行為補正の総合収納システ

ム改修業務委託料について御質問させていただきます。債務負担行為補正で、871万1000

円ですね。当初予算の減額補正で576万9000円と比較して約300万円ほど委託料が増額と

なっていると思うんですけれども、その経緯をお願いいたします。 

〇会計管理者兼会計室長（新井敏和君） 

  今３ページ、23ページの総合収納システム改修業務委託料で金額が違う経緯というこ

とで御質問を受けましたんで、お答えさせていただきます。提案説明でも説明させてい



 78 

ただきましたが、当初予算の576万9000円については国の基幹システム標準化に伴います

様式、納付書等の様式が変更することが既にわかっておりまして、新しい納付書等に対

応するため当初予算を計上しておりました。今回、債務負担行為で約300万くらい額が増

額している分につきましては、大治町の基幹システムのベンダー開発元が最終的に納付

書をこの10月にレイアウトを決定して示されたんですが、その納付書に関して国が全国

標準のレイアウトを示しているとこなんですけど、各自治体が財務会計や公金収納に使

ってるシステムでＯＣＲの番号を読み取って運用をしてるとこなんですが、そのＯＣＲ

の番号を読み取る位置が開発元が変更になるっていうことで、開発元がシステム上統一

した場所に印刷するということでカスタマイズは行わないということで、その分を今回

増額分と見込んで債務負担行為をお願いしております。以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  ５番鈴木康友議員。 

〇５番（鈴木康友君） 

  ５番鈴木康友です。22ページから25ページお願いします。町民参画型まちの発信事業

と、あともう一つ減額補正がありました「元気な愛知の市町村づくり補助金（チャレン

ジ枠）」について伺います。まず、このチャレンジ枠の不採用といいますか採用されなか

った理由等について、もしあれば教えていただきたいのと、あとこちらの減額250万円分、

こちらについての、これ全額が歌のものだったのかなどのもう少し詳細を教えていただ

けたらなと思います。 

町民参画型まちの魅力発信事業、こちらについては171万3000円、本年度分、令和６

年度分ございますがこちらについては100分の100が一般財源となるのか、もしくはこち

らについての愛知チャレンジ枠の該当分の繰り入れといいますか確定分があるのか。ま

た同事業、来年度も行いますので来年度につきましての予算312万7000円についてはどの

ように考えているのか。以上について御回答をお願いします。 

〇企画政策課長（横井宗宣君） 

  「元気な愛知の市町村づくり補助金（チャレンジ枠）」の今年度版でございますが、不

採用の記念曲のほうですね。こちら不採択でございましたが、その理由については特に

開示のほうはされておりません。今年度のチャレンジ枠につきましては今回の町民参画

型まちの魅力発信事業につきましては、令和６年・７年度の二カ年の事業を予定してお

りまして、７年度分の事業に対して今回県費補助金のほう申請する予定でございます。

以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

  暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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午前10時31分 休憩 

午前10時32分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  企画政策課長。 

〇企画政策課長（横井宗宣君） 

  済みません、訂正のほうさせていただきます。町民参画型まちの魅力発信事業につき

ましては、今年度分につきましても元気補助金のほう再募集の話がございましたので申

請のほう出しております。また来年度に関しては来年度分、７年度分の事業として今後

申請のほうしていく予定でございます。以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

  暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時33分 休憩 

午前10時33分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  総務部長。 

〇総務部長（大西英樹君） 

  済みません、答弁漏れがございました。減額250万円の理由につきましては、まず今年

度予算をいただいております大治町ブランドイメージ策定事業、これが当初500万という

ことで県のほうに要望をさせていただいたところ、一部カットがありまして350万円、要

は150万円が減額となりました。もう一つ、50周年記念事業の記念曲の作成、これで100

万円の申請をしておりましたけれどもこちらが不採択ということで合わせて250万円の減

額でして、この「元気な愛知の市町村づくり補助金」というのは詳細を申し上げますと、

県の補助金ではあるんですが海部地域、海部地区と申しますか７市町村での予算枠があ

るということでして、その７市町村がいろんな事業をやっていくわけなんですが、県の

ほうも予算の範囲内ということでございますのでいろいろ精査をされてカットないし不

採択があったということで、我々のほうとしてはなるべく多く事業を採択していただけ

ればと思っていろいろ申請をするんですが、やはり県のほうで調整が入ると。そういっ

た事情がございますので御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 
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〇５番（鈴木康友君） 

  ５番鈴木康友でございます。続きまして、同じく町民参画型まちの魅力発信事業につ

いて、まず先ほど再申請中ということでチャレンジ枠の今の、今年の枠がまだあるとい

うことで再募集していると言いますが、そちらについてはいつわかるのだと、その当選

といいますか、そちらの確定についてはいつでしょうか。また今年についてその募集枠

外れた場合、全額町の負担になるような形ですけれども、その場合におきましてこの事

業は続行をするのかどうか。 

また、内容について伺います。まずこちら参加のワークショップの回数でしたりとか

定員を見ると40名が最大値のような形なんですが、これは40人参加なのか。またこちら

参加者の誰っていうものが書いてないので対象がわからないわけですね。対象というも

のは誰なのか。あとこちらについての委託業者については目星があるのか入札なのか。

そして大治町にも写真同好会等々あると思うんですけれども、こういったところには協

力の要請はもう既にしているのか。そして、ＰＲ冊子作成とございますがこちらについ

てどのように活用されるのか。参加者に配布するのか展示するのか。それともたくさん

どこかにＰＲですからＰＲするためにお渡しをするのか。そしてそのＰＲっていうもの、

写真を使って魅力を発信するということなんで景色か何かだと思うんですが、何のため

のＰＲなのかなっていうのがこの文書だけでは少しまだちょっとイメージがわかなかっ

たので、もしそこをプレゼンテーションをしていただけるとありがたいです。以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

  暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時37分 休憩 

午前10時47分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  総務部長。 

〇総務部長（大西英樹君） 

  済みません、お時間をいただきました。ありがとうございました。まず、補助金の採

択がいつわかるのかということでございますが、先週に申請をしましていつに決定が来

るかその日程までは示されておりませんので御理解をお願いします。続きまして、補助

の採択がなかった場合どうされるのかということでございますが、今回補正で計上させ

ていただいているのは補助のほうはまだ見ておりません。一般財源での措置となってお

りますので採択はなかった場合は一般財源でというふうに考えております。 

続きまして、対象者を誰にするのかということですが、これは町民誰でもということ
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で考えております。それから写真同好会に要請をされたのかということにつきましては、

予算を認めていただいた暁には文化協会のほうを通してお話をしようという予定でおり

ます。続きましてワークショップの人数でございますが、お示しさせていただいた概要

に細かく書いてないもんですから大変恐縮でございますが、今のところの予定としまし

てはワークショップ、写真とかの撮影に関係する講習については20人を２回、写真の撮

影といたしまして20人を２回ということで80ということではございますが、これはまた

ちょっと今後、詳細を詰めていくことになろうかと思います。続きまして、ＰＲの活用

ですが、今目指しているのは来年度の50周年記念の11月３日を予定しております記念式

典ここで披露ができたらというふうに思っております。それ以降も町のいろんなイベン

トとかで活用させていただきたいと思います。また、その写真とか集めていただくこと

に関しましては、このＰＲ冊子だけにとどまらず今後も大治町の魅力を集めるために、

ワークショップを参加していただいた人には、仮の名前ではありますけども「写真隊」

というような感じで今後もいろいろと情報を集めさせていただきたいなと。例えば11月

３日の式典の時にはその写真を集めて、例えばスライド撮影をするような、ビデオみた

いな形でＰＲできたらなというふうにも思っていますし、そういったものも大治町ホー

ムページに載せて町内外の人たちにもアピールできるような素材として考えていきたい

と思っております。最後にだと思いますが、業者の選定につきましては予算を認めてい

ただいた後に契約手法については検討して決めていきたいと考えております。 

〇議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  ５番鈴木康友議員、３回目です。 

〇５番（鈴木康友君） 

  今、御答弁いただいた内容でもう一度確認なんですけれども、自分の読み方が悪かっ

たのか２回にわたって20人で合計80人っていうふうに伺いましたが、これ２回目のワー

クショップ②というところは１回目のワークショップに参加した方っていうふうに対象

がなっているので、１回目のワークショップ20人、20人の各２回なので合計40人が次の

ときには全員やるっていうことなんで、総合40人なんじゃないかなと自分は思ってるん

ですが、ここはもう一度御回答をお願いします。 

続きましてこのチャレンジ枠、本年度再申請しているものは時期はわからないという

ことでしたが、こちら当選したとしても減額当選する可能性はあるのか。また今募集し

ているチャレンジ枠の額、幾らでこちらのほうは応募しているのか。また最大限の愛知

県の枠、例えば金額に対しての２分の１予算、予算というか事業に対しての２分の１だ

ったりとか該当するパーセンテージあると思うんですが、そちらについて教えていただ

きたいと思います。 

続きまして対象が全町民ということで主に狙っているターゲット、例えば若者に対し
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てとか先輩方といいますか写真が特に好きな方は少し御高齢の方も多ございますので、

そういったところをターゲットにしているのかとか、何か狙いがあればそこについて少

し教えていただきたいです。あと、最後に冊子の活用というふうに伺いましたが、活用

っていうものはちょっとワードがふわっとしているので、配布したりとか実際に配布す

るのか、それとも展示のみにとどまるのか、あるいはその両方なのか今の段階で御検討

してるものがあったら教えてほしいです。以上です。 

〇総務部長（大西英樹君） 

  まずチャレンジ枠の補助金の減額もあるのかというようなお話ですが、これは県の予

算の範囲内ですのでどのような形で決定が来るかは今のところ私のほうは把握はできま

せん。それから幾らで補助率の話がありました。これは２分の１、補助対象経費の２分

の１で申請をしてございます。 

それからワークショップの20人の40人なのか80人なのかということですが、ワークシ

ョップと講習と写真、両方受けられる人が仮に同じ人であれば40ということになります

が、なるべく広くと考えておりますのでそこには実はこだわってなくて、片方の参加で

も認めていきたいというふうに考えております。ターゲットにつきましては、若い方は

ぜひ来ていただきたいんですが、高齢の方も実は参加していただきたい。スマホを使っ

ての撮影になると思いますので、そういったスマホを使うということにも慣れていただ

くということも高齢の方は一つの目標にもなると思いますので、ターゲットというのは

いろんな多世代の方を考えています。配布につきましては全世帯に配布するだけのちょ

っと予算はとっておりませんので、大治町で行事があったときに手にとっていただける

人、もしくは他市町村と交流があったときにお渡しができるようにとか、過去には大治

町町勢要覧というものをつくって全世帯に紙で配布をしておりましたけども、今はデジ

タルで周知もできますのでそういったことも活用しながらやっていきたいと思っており

ます。以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  11番𠮷原経夫でございます。何点か質問させていただきます。まず３ページ４ページ

の総務管理費、債務負担行為補正の総合収納システム改修業務委託料で他の議員からの

質問の答弁の中でちょっとわからなかったんですが、これ国が全国標準のシステムに変

えていくというので、ただＯＣＲ番号これを位置を変えるということは全国標準に合わ

せるためにやるのか、町がそういうふうにやっているもんで、町のシステムに合わせる

ためにやるのか。そのＯＣＲ番号の位置をずらすためだけに300万円も増えているという

ことで、またその点に関しても国の規格、10分の10の補助なのか、そこを私も理解でき
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てない部分もあるもんでもう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

２つ目にその下の町民参画型まちの魅力発信事業業務委託料。ワークショップやると

いうことで他の議員も質問あったんですが、やっぱり写真同好会さん、予算採択されて

からではなくて町民参画型と言うんだったら事前にお話をして協力をしてもらえる、お

願いするのが必要だったんじゃないかなというふうに思うわけですよ。町民参画型やっ

ぱりそういう写真同好会さんね、文化協会でちゃんと町の施策にも協力していただいて

いるところですから、そういうところ大切にすべきじゃなかったのかなというふうに思

うんで、そこら辺の考えをちょっとお聞きしたいと思います。 

それとまたその下の児童クラブ指定管理料で社協さんが３つの児童クラブで指定管理

してることだと思いますが、今回補正の中で児童クラブ、大治西小学校の学区もランド

セル来館事業を放課後児童クラブに来年度変えていくということで、ただそれは業務委

託で出ているんで、社協さんじゃなくて違うところがやるから業務委託になってて指定

管理になってないのか、そこらへんもちょっとお聞きしたいと思います。 

あと10ページ、11ページですが、「元気な愛知の市町村づくり補助金（チャレンジ枠）」

が250万円減額になった理由。総務部長から他の議員の質問の中で答弁いただきましてよ

うやくわかりましたが、記念曲に関して私は反対した立場でございますが、記念曲だけ

単独でチャレンジ枠申請したところ不採択だったという説明を受けたんですが、やっぱ

り国や県の補助金もらったほうがいいんですが、やはり補助金もらうには大義名分とい

うかそういうのが必要だと私は思うんですよ。記念曲つくって町民と一緒に何かイベン

トをやるその費用を補助してほしいというならわかりますが、記念曲だって町のことで

しょう。県にとっては余り関係ないことでそれで県の補助金を申請するっていうのはち

ょっと私も大義名分がないんじゃないかなと。結果として予算枠の関係かもしれません

が不採択になったと。これは悪いですけど当然なのかなという気もしていて、そこら辺

やっぱり国や県の補助金を申請するにはある程度そういう大義名分、お金だけではなく

てそういうのは必要じゃないかなと思っておりますのでそこら辺の考えをお聞きしたい

と思います。 

〇議長（松本英隆君） 

  𠮷原さん、ちょっとごめんね。今、なぜ申請したかっていうこと聞きたいの。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  そういうことです。私は大義名分がないから本来は記念曲だけに関してはね。 

〇議長（松本英隆君） 

  大義名分がないと思っているのは𠮷原さん。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  僕がそう思うので。 

〇議長（松本英隆君） 
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  それはあるのかないのかという回答でいいの。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  そういうことです。 

〇議長（松本英隆君） 

  じゃあ続けて。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  あと10ページ、11ページでランドセル来館事業のこと大治小学校区のことがあります

が、放課後児童クラブですとやっぱり国の補助金、補助率が高いと私は思うんですよ。

ランドセル来館事業で補助金が出ると思うんですが、そこら辺ランドセル来館事業でや

るのと放課後児童クラブでやるのとどちらが国や県の補助が多いのかと。私は明らかに

放課後児童クラブじゃないかなと思うんで、そこら辺教えていただきたいと思います。 

あと38ページ、39ページ。これも他の議員の質問の中で出てきていることですが、国

語のデジタル教科書についてですが、私デジタル教科書ですね配信なんかをする場合、

定価販売ではないと。また著作権の関係もあると思うんですがちょっと今回デジタル国

語教科書、別個で買わなきゃいけなかったというのは、定価販売の件また著作権の件、

そういうのと関係があるのかどうかお聞きしたいと思います。以上です。 

〇会計管理者兼会計室長（新井敏和君） 

  まず３ページの債務負担行為補正総合収納システム改修業務委託料についてですが、

御質問のありました今回債務負担行為補正で当初予算と比較して300万円ほど増えるその

理由を先ほど説明して、ＯＣＲ読み取りの番号の位置が変わるというふうに説明させて

いただきましたが、この件に関しましては国が標準化で示しているものではなく大治町

が使っています基幹システムがシステムの統一化ということで大治町だけではありませ

んが、このシステムを使っているＯＣＲ番号の位置が変わったことに伴って300万の改修

費用が発生するということになっております。また、この費用に対して補助はあるのか

という質問ですが、もともと総合収納システム改修業務委託料に関しては基幹システム

の改修とは別個の扱いで、あくまで市町村が公金管理をしているシステムの改修という

ことで、すべて一般財源となっております。以上です。 

〇総務部長（大西英樹君） 

  魅力事業の関係で写真同好会にというお話をいただきました。我々といたしましては

予算編成の段階で写真同好会について御協力いただきたいという議論はしておりました

けども、あくまでもやっぱり予算が通ってからということで考えておりますのでよろし

くお願いいたします。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  児童クラブの会計についてでございますが、今回大治西小学校委託料と、この予算で

はないですけれども、西小学校委託料としておりますのは、指定管理は建物の管理まで
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というところになりますが、西條防災コミュニティセンターの一部をお借りして児童ク

ラブをやるということから、事業の委託のみの委託料として予算計上をさせていただい

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

〇総務部長（大西英樹君） 

  元気補助金の件でございますが、記念曲につきましては先ほど申し上げました本年度

やっております大治町ブランドイメージ策定事業と２事業申請をしております。これに

つきましては補助限度額が500万ということで２分の１ですので事業費は規模でいくと1000

万が限度の事業となりますので、ブランドイメージと合わせて補助がとれないかなとい

うふうに申請をしたところでございます。採択はされなかったんですが、大義名分と言

われると我々の考えとしてはこの50周年を機に記念曲というものは大治町にございませ

んので、こういったものをつくってこれからいろんなイベント、学校でもこういった曲

を使いながらいろんな活動ができるだろう、もしくは公共施設での音楽を流したりです

ね、場合によっては協力いただける商店、お店があればそういったところも広くＰＲに

使っていきたいとそういう思いがあってこの事業を企画しました。これが我々財政当局

としてはさまざまな補助をいろいろ模索していきますので、こういったものに活用でき

ないかということで補助の申請をしたというところです。そもそもこの事業が補助基準

に合ってないと、そういうものではないという理解をしております。以上です。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  ランドセル来館事業補助金と児童クラブの補助金についてでございますが、ランドセ

ル来館事業につきましては基本的に補助金はございません。国・県の国の事業で児童ク

ラブにある程度待機が発生した場合には補助金はございますが、それは事前に就学等調

査がございまして、そちらが上げてないとなかなか採択が難しいということになりまし

て、今年度は補助金がないということで事業を実施しておりましたが今回、「元気な愛知

の市町村づくり補助金（人口問題対策枠）」というものが新たに設置されて、今回、来館

事業が採択されたというものになります。参考までに先ほど児童クラブの補助金につき

ましては、基準額というものはありますが国・県・町のそれぞれ３分の１の補助となっ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

〇学校教育課長（太田悦寛君） 

  デジタル教科書についての質問いただいております。国語以外の教科のデジタル教科

書につきましては、指導書を購入すると使用する権利が与えられるという形で指導書と

付随して販売されておりますが、国語については国語を販売している事業者さんがデジ

タル教科書を単体として販売しているという販売形式をとっております。そのため、今

回別個で予算を上げさせていただいておりまして、またそこについては定価販売が決め

られているものではないということでございますので、よろしくお願いします。 

○議長（松本英隆君） 
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  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  るる答弁いただきましてありがとうございます。一つずつやりますが、まず会計室の

関係ですが国の都合で標準化すると、で国がお金は出してくれるんだけど町のシステム

上やっぱり変えられない部分は国の補助対象じゃなくて町が負担しなきゃいけないとい

うことをちょっと初めて聞きまして、もともと収納システムに関しては国が全部費用負

担してやるんだというふうに私は理解していたんで、町負担ということはせざるを得な

い理由もわかるんですが、ちょっと解せないなというのでそこら辺ですね、本当にＯＣ

Ｒ場所を変えなきゃいけないのかと、そこら辺ちょっと理解ができてないので教えてい

ただきたいと。 

２点目は、総務部長が答弁いただいた写真同好会の件で、やっぱり予算通ってからで

はなくて通る前にいろいろお聞きして、案、企画内容に生かしていくということが私は

一番町民参画じゃないかなと思うんで、そこら辺はこれからの町制施行50周年事業にか

かわらずいろんな事業の中で考えていただきたいと、町民参画考えればやっぱり事前に

いろいろな方の意見を聞くっていうのは大切じゃないかなと思うんで、要望になるかも

しれませんがお願いをしたいと。 

あと、子育て支援課長の言われた西條のコミュニティセンターでやる放課後児童クラ

ブ、私は社協さんと別だから事業者やられるのかなと思ったんですが、そこら辺はまだ

決まってもないし施設と一体じゃないからという御説明いただいたんで、そこら辺は答

弁できればでいいですが、やる事業者どうなっているのかと話せる範囲でお答えいただ

きたいと。 

あと総務部長が答えられた記念曲の件ですが、私の個人的な考えでは大義名分がない

んじゃないかって。だって町の50周年の記念曲で県も全く関係ないし、それをいろいろ

町で使うのはわかりますが、と思うんですよ。ただ何で不採択になったか県も絶対言わ

ないからですが、結果として仕方のないのかなと思いますが、いうところで私としては

これは大義名分がなかったんじゃないかなということで、これは答弁いりませんが、い

うことであります。 

        ［発言する者あり］ 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  ちょっと静かにしていただけますでしょうか。子育て支援課長もう一個あったランド

セル来館事業、今回本来はそういう補助金っていうか、つかないんだけどたまたまつい

たということですが、やっぱり放課後児童クラブでやれば３分の１、国・県持ってくれ

るということでこれは何で大治小学校区のランドセル来館事業でやるのかということを

お聞きしたいと思います。 
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        ［発言する者あり］ 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  たまたまそういう枠があったからついたという、たまたまという言い方はちょっとご

めんなさい悪かったと思いますが、行政が努力されてやられたんですがそういう枠があ

ったからということで、ただ放課後児童クラブはもともとそういう補助枠があるんでと

いうことでちょっと済みません、町長怒られるそのとおりなんでごめんなさい。 

〇議長（松本英隆君） 

  暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前11時11分 休憩 

午前11時13分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  会計管理者。 

〇会計管理者兼会計室長（新井敏和君） 

  今、総合収納システム改修業務委託料について引き続き御質問がありましたが、まず

議員のおっしゃるとおりもともとは基幹システムの国の標準化に合わせて、今会計室で

使っています総合収納システムっていうのが基幹システムから発行する税とか保険料の

納付書を読み込んで公金管理をしてますんで、もとはその改修に伴って納付書が変わる

ことに伴い予算計上をしておりました。以前からですけど基幹システムに伴う改修につ

きましては国の補助がつくんですけどそれに付随はしてるんですけど、市町村が公金管

理をしてますシステム改修については補助が出ないというふうになっております。 

また、今回ＯＣＲの番号位置が変わるということについては基幹システムの国が示し

ておるわけではなくって大治町が使っています基幹システムの開発元が今回改修にする

に当たって位置が変わってしまうと。それは大治町だけじゃなくって今使ってる開発元

の市町村全てがかかわってくる問題ですけど、どうしても位置が変わるということで位

置が変わると読み取りが今後できなくなることに対して改修業務を行うものです。以上

です。 

〇総務部長（大西英樹君） 

  済みません、少し補足させていただきたいんですが、「元気な愛知の市町村づくり補助

金」につきましては各自治体が事業を行うものに対して補助をくれるんですけれども、

例えば先進的な新規事例、それから人口問題対策事業、デジタル化ＤＸ、こういった事

業に対して補助をいただけるものです。元気な愛知の市町村づくりを応援するためとい

うことですので、その事業の内容については市町村それぞれ趣向を凝らしながらさまざ
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ま地域の実情に応じて事業を行っていると、これに基づいて県が応援して補助金をいた

だけるとそういう制度でございますので御理解のほうよろしくお願いします。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（松本英隆君） 

これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第50号は、予算決算常任委員会に付託します。 

  ここで暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前11時16分 休憩 

午前11時23分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第２、議案第58号令和６年度大治町一般会計補正予算（第７号）を議題とします。 

これから質疑を行います。 

質疑のある方、どうぞ。 

  ５番鈴木康友議員。 

〇５番（鈴木康友君） 

  ５番鈴木康友です。６ページ７ページ、一般会計繰入金についてお伺いをさせていた

だきます。間違えた補正からいくんですね失礼しました。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  11番𠮷原経夫でございます。まず３ページの債務負担行為で子どもの居場所づくり事

業、これは大治小学校区公民館でやるランドセル来館事業、あと児童クラブ運営委託料、

これは大治西條の防災コミュニティセンターでやる児童クラブということで、今わかっ

ている範囲でいいんですが、どの事業者さんにお願いするのかと大体そこら辺は考えら

れていると思いますんで、わかる範囲で教えていただきたいというのが１点目。また子

どもの居場所づくり事業ですが、議案説明会の中で令和８年３月までやっていく予定だ

ということで単年度じゃなくて２年以上の場合は私としては放課後児童クラブのほうが

補助率もいいしということで、そちらのほうでやるべきじゃないのかなと思うんですが、
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なぜランドセル来館事業でやるのかとその２点を質問させていただきます。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  大治小学校区の居場所づくり事業、大治西小学校区の児童クラブにつきましても、現

在行っている事業者も含め、さまざま検討しているところでありますのでこの予算確定

後、早急に詰めていきたいと考えております。そうしまして16ページの委託料でござい

ますが、今回公民館の一部をお借りして実施することになりますが児童クラブを実施す

るには場所を基本的には固定して子供が来る場所にふさわしい環境を整えないといけな

いというところがあります。現段階でそういう場所がなかなか確定できないというとこ

ろで来年度は居場所づくりとして公民館で実施させていただきます。その翌年以降につ

きましては西小学校区と同様に児童クラブに何年くらい必要かというところも含めまし

て、児童クラブに移行できないかというところも含めて来年検討させていただきたいと

考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  15ページ16ページの子どもの居場所づくり事業で今御答弁いただきまして、ただ放課

後児童クラブの場合は施設要件・人員要件があります。今のお話ですと施設要件、固定

できないということでクリアできないと初年度は。でも体制をつくって変えてくという

御説明いただきましてそれは理解できるんですが、人員要件、資格を持っている持って

いないはありますが人数的な人員要件は放課後児童クラブと同程度の人員要件でやって

るのか、やれるのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  人員要件につきましては委託をどこにするかというところもありますが、基本的には

専門職をなるべく配置していただくっていうような委託ができるように努めていきたい

と考えております。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  今の話で安心しましたが、専門職ということで、ただ当然放課後児童クラブの職員に

なるには講習を受けなきゃいけない。講習は当然放課後児童クラブじゃないから受けら

れないというように思いますが、ただそれなりの資格、教諭資格とか保育士とかさまざ

まな資格を持っている専門職だという解釈でいいんでしょうか。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  今の想定といたしましては保育士とか教員の方を想定しております。ただ放課後の支

援員につきましては、児童クラブをやっていないと受けられないというものはないもの

ですから、事業者からお話があればこちらから研修の枠をとって受けていただくような
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ことも想定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（松本英隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第58号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

  日程第３、議案第51号令和６年度大治町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を

議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

  ５番鈴木康友議員。 

〇５番（鈴木康友君） 

  ５番鈴木康友です。先ほどは失礼いたしました。６ページ７ページ、一般会計繰入金

についてお伺いをしたいと思います。例年、繰入金につきましては毎年1000万ほど予算

と決算で差額が出ているのは自分も承知しております。その差額が1000万程度にとどま

っており、本年度の2700万の差額はここ数年で一番大きいと自分は思っております。こ

れについては試算の方法を変えられたのか、または試算の何か大きい誤算があったとい

いますか、何かこれまで金額が大きく違う要素があったのか、こちらについてお伺いし

たいのと、あと繰り入れが例年差額分が1000万出ていたとしても、範囲に収まっていた

としても支払基金全部支払うという状況でありましたので、それでも足りないという状

況は頭からわかっていたと思うんです。であれば、本年度の値上げに踏み込むべきだっ

た部分もあるのではないかとこちらは考えるのですが、本年度の値上げというのは検討

しなかったのか、そちらについての２点伺います。 

〇保険医療課長（水野克哉君） 

  繰入金の2706万4000円についてでございます。こちらにつきましては議案説明でも説

明させていただきました実質収支額の不足に伴う出た差額分、そちらを繰り入れをさせ

ていただくものです。こちらの大きな要因としましては昨日の一般質問でも少しお話さ

せていただきましたが、やはり被保者数が減ってきていると、そういったところが一番

大きな理由、要因ではないかなと考えております。そのような中で我々としては今年度

事業費納付金を支払っていくための予算立てをしておりますので、その財源として不足

したところを今回は一般会計のほうから繰り入れをさせていただいているものでござい

ます。で、また２点目の６年度に税率を上げることはなかったのかということにつきま

しては、もちろん毎年事業費納付金の額が確定した際にはそのような税率の検討をさせ
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ていただいておりますが、６年度についてはまだ繰越金と基金というものもありました

ので、今の社会情勢を踏まえて６年度は上げなかったということでございます。以上で

す。 

〇５番（鈴木康友君） 

  御回答いただいた内容の再確認の部分ですけれども、被保険者数が減りましたと、こ

れは毎年減っています。ですのでそこまで大きな数字が減ったとは思えないです。今年

例えば1,000人減ったとか大きく減ったとのかどうかというものについて御見解があれば

その数についてお示しをいただきたい。あくまで５年度決算の数字しか見られませんの

で。 

続きまして、繰越金と支払基金があると踏んで今回の予算に挑んだ結果、足りません

という状況が今回の状況だと考えております。繰越金、基金があれば今まではそれで穴

埋めをしてやれているんですけれども、国民健康保険特別会計の保持しているお金では

支払えなくなっているから、よそから財源を入れないといけないという状況になってい

るわけですよね。こちらについてどんな項目で財源更正をしようとも繰入金を給付費に

直接充当する場合は、愛知県国民健康保険運営方針第３期にあたる決算補填等の目的で

あるため、赤字と該当いたしますよね。そこに対しての見解をお答えお願いいたします。 

あと、この状況、本来は足りているので値上げが必要ないとお答えをいただきました。

そうですよね、そういうふうに検討されていたと。であれば、今年は足りるはずだった

という検討で進んでいるという回答をいただいているわけですよ。でも足りなくなって

お金を町から入れなくてはいけないという状況については、結構重要事項だと思うんで

すよ。かなり重大事件なんです。国保運営協議会についてこちら確認をされてみえます

か。以上の問い合わせについてお願いします。 

〇保険医療課長（水野克哉君） 

  被保者数が減ってきたというところでございますが、５年度につきましては229名の方、

年間通してですが被保者数の方は減っております。そんな中で１人当たりの調定といい

ますか、そちらが昨日も申しましたが10万7000円くらいです。それを掛けますとおおむ

ね2500万から2600万円の年間通しての減が見込まれておりますので、そういったところ

が数字に反映されてきてるのではないかと。もちろん被保者数の社会保険と国民健康保

険の出入りだけではございません。後期高齢への移行もありますし、転入出が著しいと

いうところもありますので、そういった要因も兼ねあっての数字となっております。 

また、赤字のところにつきましては、こちら運営方針にも県の書かれておりますけれ

ども赤字になった翌々年度の予算ベースでそこの見込みがあれば、計画の必要性はない

というような書きぶりもありますので、それに付随して我々としては７年度は、もし使

ったときにはもちろんその税率などでそこを補填というか、税率で穴埋めをしていくと。

そういったことになっておりますので、もちろん今予算がなくなったので赤字で埋めと
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るだろうと言われればそのとおりかもしれませんけれども、一応赤字の定義としてはそ

のような定義がありますので御理解いただきたいと思います。最後に、町の運営協議会

にこの事項を諮ったかにつきましては、まだこの件につきましては諮っておりません。

以上です。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  鈴木康友議員。３回目です。 

〇５番（鈴木康友君） 

  ３回目でございます。５番鈴木康友でございます。今、御回答いただいた内容はかな

り重大な回答をいただいたと自分は認識しております。まず、先ほどの赤字の定義とい

うのはそのとおりでございまして、本年度例えば６年度赤字であったとしても７年度に

関して赤字ではない黒字の歳入が見込まれるということであれば、赤字市町村というふ

うに該当は致しません。ですから自分は常々赤字状態と言っているわけですよね、赤字

とは言ってない、赤字状態ですよと。ただし今の発言のしぶりだと来年度は大治町の一

般財源から繰り入れはしないということが前提になるわけですよ。自主財源でやれるん

だから。つまり税率を上げて黒字化する可能性だってあるよという発言になってるわけ

ですよ。ですから繰り入れしないんですねっていう形に聞こえるんですけれども、そち

らについての検討は昨日の段階ではされてないというふうにお答えだったんですけれど

も、その赤字の定義という説明だったのか、それとも現状考えている内容が繰り入れは

しないぞと、来年度の値上げ、つまり来年度の税率を上げることによって今回の財源不

足等々については全て補おうという考え方なのか、定義の説明なのかそれとも現行の考

え方をお示しいただいたたのか、どちらかお答えください。 

〇保険医療課長（水野克哉君） 

  少し済みません、説明が不足していたら申し訳ありません。私、繰り入れをしないと

いうような説明はしてはございません。昨日も申しましたとおり、事業費納付金の額が

確定しない限りは税率の検討もできないというところで答弁をさせていただきました。

そのような中で、説明をさせていただいたものでございます。以上です。                                                                                     

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  ６ページ、７ページの一般会計繰入金のことで質問させていただきます。一般会計か

ら国保の特別会計に繰り入れる場合、国は指針というかやり方を示しております。で、

私今回昨日の答弁なり今回の補正予算の組み方を見ると国の考え方を理解されてないん

じゃないかなという危惧がありますので、ちょっとそこら辺させていただきたいんです
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が。まず、現在県との共同運営ということで、歳出に関してはある程度ブレることはな

いんですが、歳入に関してはやっぱり保険税収入が下がって足りなくなること、そのと

き基金などもないと足りないことはあり得ます。で、国は何言ってるかというと、そう

いうことも想定して、それだけじゃないですよあと災害時とか想定して、４月に一般会

計に繰り入れなさいよと。で、赤字が今回のように足りなくなることが確定してから補

正予算で入れるのは、赤字補填だよと国はそういう定義をしております。だから、当然

足りなくなる見込みが少しでもあるんだったら、災害時等も考えて４月当初で一般会計

から繰り入れておくと。で、実際使わない場合は、私は反対しましたけど昨年のように

３月のときに繰り出しをすることはできます。ただ当該年度をまたいでやることはでき

ない。特に昨日福祉部長は「返還する」という言葉を使いましたが、一般会計と国保特

別会計の関係は繰り入れ繰り出しであって貸付ではないんで。愛知県から借りた場合は

返還です。で、そういうことはできないと。また県からのお金を借りない理由は、やっ

ぱり年度をまたぐと被保険者が変わるからやらないということですね。で、一般会計か

ら繰り入れてもらって来年度その分を返すということは被保険者も変わるわけだから、

そんなことはできない。今年度中にやることはできると思いますが、来年度以上にでき

るわけないと、まずそこを理解していただきたい。もう１点は一般会計からの繰り入れ、

国はいいよって言っている部分、例えば非自発などですね。また総務管理費など。それ

は国はやっていいですよと、まずそちらをやった上で、今回出てないんですね、その補

正が。非自発に関しても国からのお金はもらっていますが、ただ町から一般会計からは

入れてないんですよ。やっぱり全てをやった上で、それでも足りないから一般会計から

繰り入れるとそういう順番を国は言ってるんですよ。それに対してちょっとそれを国の

考え方を反映していない補正予算になっているなと。昨日の答弁もそうですが。国の一

般会計の繰り入れの考え方と違い、僕は国の施策が全部正しいとは思っているわけじゃ

ないから反対することもありますが、町としては大抵国や県の考え方には従って運営し

てると思うんで、そこら辺の答弁を最初にいただきたいと思います。                                                                                                                                                 

〇議長（松本英隆君） 

暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前11時43分 休憩 

午前11時46分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  福祉部長。 

〇福祉部長（安井慎一君） 
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  それでは昨日のその答弁の中で、一般会計から繰り入れると今回は増えた金額につい

て翌年度以降税収の引上げ等を踏まえて状況に応じて返還していくというお話をしまし

た。そのあとで特別会計上の言葉で言えば繰出金に当たるというお話をさせてもらいま

したので、返還返還とかそんなことだけしか言ってないということではありませんので、

御理解いただきたいと思います。それから非自発につきましては、昨日一般質問でもご

ざいましたけど今確認中でございますので、また確認後に御答弁させていただきたいと

思います。以上です。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  返還という言葉は繰り入れ繰り出しということでちょっと変えていただいて、そちら

のほうが正しい言葉ですが、ただ昨日、県の貸付金を利用しない理由として年度が変わ

れば被保険者が変わるから、やっぱりそれは当該年度でやっておくべきことだったとい

う答弁をされているんですよ。だったら今回一般会計から繰り入れをもらう。来年度以

降保険税上げて繰り出していくということは被保険者が変わるわけだから、県からの貸

付金を借りないといった理由と矛盾するわけですよ。だから繰入金、当該年度でやらな

いと年度をまたいでそれで繰り出していくことはその名目でそれはおかしいと。だって

被保険者が変わっていくわけで、県への貸付金はそれだからやらないと答えているわけ

だから、同じ理由でやっちゃいけないんですよそれは。当該年度でやっぱりやっていか

ないと。そこはちょっと理解していただきたいと思うんですが。来年度以降繰り出して

いくっていうことはできない。被保険者が変わるわけだから。そこは負担する人が変わ

るわけだから、もう一度答弁いただきたいと思います。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  これまだ令和７年度の税率は確定したわけでございませんので、適切に発言ができる

かどうかという部分がございますが、今回６年度で繰り入れた部分につきましては７年

度早々に返す状況があればすぐに返していくという考えではございます。以上です。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  これはもう他の市町村でも同様の例がありまして、愛知県に担当に確認しましたら、

それは貸付でもないし繰り入れ繰り出しだからそれは当該年度でやっていくべきだと、

返すというかそういう必要はないというような話は聞いておりますし、それが国の方針

なんですよ。大治町単独ルールをつくられれば別ですが、当該年度でやらなきゃいけな

いんですよ。被保険者も変わるし、だしまた被保険者の急激な負担分につながってもい

けないんで、今年繰り入れた分は今年余れば繰り出しはあり得るけど来年度以降にやっ

ちゃ絶対だめなんですよ、それは。そこはちょっと理解していただきたいと思います。
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ちょっとその辺、答弁をください。 

〇議長（松本英隆君） 

暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前11時50分 休憩 

午前11時53分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  保険医療課長。 

〇保険医療課長（水野克哉君） 

  お時間いただきありがとうございます。赤字補填については認められている、認めら

れていないという話になりますと、半数近くがたしかにしております。そんな中でなっ

たところは翌年度以降に解消に努めているっていうところでございます。議員から御指

摘いただいたところについては今後県と調整しながら進めてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（松本英隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第51号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

  日程第４、議案第52号令和６年度大治町介護保険特別会計補正予算（第２号）を議題

とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

  ６番鈴木 満議員。 

〇６番（鈴木 満君） 

  ６番鈴木 満でございます。13ページ、100歳大学開設準備委託料ですがちょっと直接

予算に関係ないこともお聞きしますが答えられる範囲でお願いしたいと思います。 

100歳大学は説明でリーフレットの作成という説明がありましたが、何枚ほど作成され

るのか。続いて令和７年度６月に入学に向けて学生を募集するということですが、いつ

から募集されるのか。同じく定員20人ということでありますけど募集人数を超えたり逆

に少なかった場合はどういうふうに行っていくのか。４つ目ですけど、この100歳大学学
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長とありますが誰がやるのか。この４点お聞きしたいと思います。 

〇長寿支援課長（松木田英作君） 

  100歳大学開設準備業務委託料の作成の中で、学生の募集リーフレットを作成いたしま

す。この部数でございますが500部を予定しております。また学生の募集につきましては、

３月下旬から４月にかけて募集を行っていきたいと考えております。また定員20名でご

ざいますが、この20名につきましてはこれまで介護予防事業等、各講座やってきており

ましてその中で20名という定員で今までやってきております。また他の自治体の100歳大

学等を参考にしまして20名という設定をしましたが、できる限り定員超えた場合受け入

れたいのですが、大幅に超えた場合等は抽選等になるかもしれませんが、このあたり細

かい詳細につきましては、この募集要項を作成する中で今検討しておりますのでよろし

くお願いします。また、定員下回った場合でも開校していく予定はしておりますので、

よろしくお願いいたします。また学長につきましては、大治町が中部大学と連携協定を

締結した際にその当時の学長で、中部大学の当時の学長であります方に今100歳大学の学

長をお願いする予定をしておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  まず12ページ、13ページの100歳大学についてですが、一般会計から繰り入れて全額一

般会計からのお金でやるということでありますが、なぜ介護保険特別会計でやるのか。

一般会計で100歳大学やってもいいと思うんですが、それはやり方の手法なんですが、な

ぜ介護保険特別会計でやったのかというのが１点目と、２点目は介護サービス勘定の１

ページ、２ページの基金繰入金で貯金の利率が上がったということで補正が上がってい

て、これ１個だと思うんですが、だったらちょっとここで聞くべきかどうかわかりませ

んが他の基金もやっぱり利子が増えているはずで、ここだけ補正が出てるというのはな

ぜなのかと、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇長寿支援課長（松木田英作君） 

  100歳大学でございますが、100歳大学につきましては65歳以上の方を対象に実施して

いきます。その中でなぜ介護保険特別会計かといいますと、こちら介護予防事業として

７年度以降実施していく予定をしておりますので、７年度以降は介護保険地域支援事業

のほうで財源を活用しましてやっていく予定としております。現状は今、準備の段階で

すので総務費のほうでやっておるところでございます。以上です。 

〇議長（松本英隆君） 

暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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午前11時59分 休憩 

午前11時59分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  会計管理者。 

〇会計管理者兼会計室長（新井敏和君） 

  今、介護サービス事業準備基金利子の増額についての質問がありました。ほかの会計

でも利子はということですが、こちらの介護サービス事業準備基金利子だけ毎年の定期

預金１年定期を組み換えで、３月末が満期になっておりました。他の会計の基金につき

ましてはこれも１年定期の繰り返しですけど、主に10月の満期を迎えております。今回

３月末に満期を迎えまして、事務処理上４月に入ってから定期を組んだところ、その４

月に入ってからは今現在、各金融機関の店頭金利、市場金利が上がっておりまして今後

ほかの基金に合わせて10月満期にしたいという運用上から、この10月で満期を迎えるよ

うに基金を組み直しまして、それに伴う利子が発生しましたんで今回この分だけ増額補

正をさせていただきました。以上です。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  100歳大学についてですが地域支援事業で今後行っていくということで、ただ地域支援

事業、やはり介護保険なんかでやると一般会計から全額繰り出してもらえればいいんで

すが、介護保険加入者の負担増につながらないのかなという危惧があるんですが、そこ

ら辺地域支援事業でやった場合補助金があるのか。また一般会計の繰り入れがあるのか

被保険者の負担増にならないように思うんですがちょっとそこら辺答弁いただけないで

しょうか。 

〇長寿支援課長（松木田英作君） 

  地域支援事業で行う際も国・県・支払基金から法定の割合で補助金・交付金等出ます

ので、問題ないと考えております。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  法定割合だと介護保険、加入者の保険料から出る分も法定だったらあると思うんです

よ。だからやっぱり、当然国・県・支払基金、また町からも負担割合に応じてあるとは
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思いますが、保険料からも引くからその分は被保険者の負担増になるんじゃないかなと

思うんですが、それは大体何％くらいでしょうか。 

〇議長（松本英隆君） 

暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午後０時02分 休憩 

午後０時03分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

長寿支援課長。 

〇長寿支援課長（松木田英作君） 

  保険料は３年間の９期の中で保険料を見ておりますので来年度上がるということはご

ざいません。 

        ［発言する者あり］ 

〇議長（松本英隆君） 

暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午後０時04分 休憩 

午後０時05分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  長寿支援課長。 

〇長寿支援課長（松木田英作君） 

  この事業につきましては65歳以上の方を対象にやっていく事業でございますので、こ

の介護保険の中でやっていくのは問題ないかと。また、この100歳大学の費用につきまし

ても、この９期の計画を立てる中で算定しておりますので、今後この負担増になること

はございません。 

〇議長（松本英隆君） 

暫時休憩とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午後０時05分 休憩 

午後０時06分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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〇議長（松本英隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  他にございませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（松本英隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第52号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

  日程第５、議案第53号令和６年度大治町下水道事業会計補正予算（第２号）を議題と

します。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  ６ページ、７ページで収入と支出で補正が出ておりまして、議案説明会でアメニティ

大治さんが下水道接続するものに伴うものと説明をいただきましたが、一般的な家庭で

すと下水道接続する、しない、それぞれの御家庭の意思の部分もあるんですが、アメニ

ティ大治みたいな大きなところは接続義務があるんじゃないかなと僕は思うんですが、

接続義務があるとしたらこれはもう、かかるのわかってるもんで補正ではなくて当初で

上げてなきゃいけないと思うんですが、ただ接続義務がなくて接続してもらったからと

いうんだったら別ですが、ある一定規模のマンションなどは下水道をやったときは接続

義務があると僕は聞いているんです。ちょっとそこ答弁お願いします。 

〇建設部雨水対策監兼下水道課長（済田茂夫君） 

  議員のおっしゃるその義務ということですが、大治町においてはその大きなマンショ

ン、アパートについて義務までは課しておりませんので、申請によって接続をしていた

だくということになっております。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  11番𠮷原経夫でございます。国の方針はそれもやっぱりある一定規模以上のマンショ

ンなんかでも、これは市町村で決めることで義務は課してないという考えでいいんでし

ょうか。 

〇建設部雨水対策監兼下水道課長（済田茂夫君） 

  議員おっしゃるとおり、義務ではないもんですから申請による接続になりますんでよ
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ろしくお願いいたします。 

〇議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（松本英隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第53号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

日程第６、議案第54号大治町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例についてを議題とします。 

これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  これも議案説明会で説明いただきましてありがとうございます。使用料及び利用料金

も改正して…… 

〇議長（松本英隆君） 

  番号と名前を言ったってください。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  済みません、11番𠮷原経夫です。利用者の負担増にはつながらないというふうに私は

議案説明会でそういう印象を受けたんですが、実際それの利用者の負担増になる場合も

あるんでしょうか。ちょっと教えてください。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  今回の改正で負担増はないと考えております。 

〇議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（松本英隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第54号は、文教厚生常任委員会に付託します。 

 

日程第７、議案第55号大治町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 
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  11番𠮷原議員。 

〇11番（𠮷原経夫君） 

  11番𠮷原経夫でございます。議案説明会の中でこれは国が従うべき基準として改正を

求めているということで理解できるものでございますが、大治町の場合現状余りそうい

う問題ではないということですが、かつてやっぱりちょっと職員要件が１カ月くらい足

りなかった事例もありますんで、そこら辺そのためにこの改正をするわけではないと思

いますが、今の地域包括支援センター現状、職員要件など大丈夫なのかどうか、これか

らもですね。ちょっともう少し、教えていただけると助かります。 

〇長寿支援課長（松木田英作君） 

  大治町地域包括支援センターでございますが、現状は条例の規定を満たしております。 

○議長（松本英隆君） 

  他にございませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（松本英隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第55号は、文教厚生常任委員会に付託します。 

 

  日程第８、議案第56号大治町道路線の廃止についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（松本英隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第56号は、総務建設常任委員会に付託します。 

 

  日程第９、議案第57号大治町道路線の認定についてを議題とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（松本英隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第57号は、総務建設常任委員会に付託します。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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午後０時13分 散会 


